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書面調査

（水）1都5県の意見・質問平成28年5月25日

（月）関東地方整備局の回答平成28年5月30日
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|資料3 1資料3

書面調査（意見・質問と回答）

番号 I都5県の意見、質問(5/25） 関東地方整備局の回答(5/30）項目

・八シ場ダムに総いては、蛎業の終雛に入り、残議業の
内容等を精査していたところ。

，平成29年度の概算要求に向け、残事業の内容等を塘査
した結果、現事業識（約4600億円）を増額変更する必
要があることが判明した。

，今回提示した増額800億円（梢査中上限値､以下同じ）
は、法定手続きを経た第4回基本計画変更を原点にし
て盤理している。

・今回説明している新たな増要因（社会経済的要因を除
く）部分を含む新規発注は埜本的に行っていない。

．ただし、本体掘削の土質区分の変化など、現場の状況
変化により既発注工事等での対応を余儀なくされる
ものはある。

・ダムの完成に向けて、これからも関係機関との調整は

引き続き行われるが、現時点において事業費の増額に
つながると思われるものについてはすべて見込んで

いる。

・現計画で予定していた事業量及ひ噸業識と既実施率業
量及び事業費の関係については､5/20に提示した資料
「八シ場ダム建設事業総事業費内駅（案）」を確認
いただきたい。

・単価上昇・消脅税以外にも、第4回基本計画変更以降
これまでに生じた一般管理讃等の改定など社会経済
的要因も増額800億円に含んでいる。

。なお、今後の実施内容に伴う増分については、平成27
年度のコスト管理協識会で報告している組み替え後
の事業費をベースに整理をしている。

。これまでコスト管理協議会で脱明してきたとおり、こ
れまでのコスト減はその間のコスト増要因でほぼ相

殺されている。

・一般的に大規模公共事業を遂行するためには、極めて
多岐にわたる工事や調査検討を行う必要があり、更に
事業期間内に制度改正力3生じることやそもそも工事
現溺は大きな不確実性を伴っていること等もあるこ
とから、事業を進めていく中で状況は時蕊刻々と変化
しており、関係機関等と適時的確に調整していても対
応誠困難なことも多く存在する。

霞は現計画の総事業磯（約
4,600億円）から、いつ増額と
なることを認織（把握）したの

か慥

侭と何を比較して800億円の増
額となるの力も
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今回の変更増要因となる内容

変更を伴う工事の発注､契約変
更緯していないか。

基本的蕊項
3

3

鶴係機関との調整により見込

ま託る変更増はこれですべて

か。

P÷ い－ﾖ 弓 ｡ ■』 r 可 ●F-4P 炉 ■B一一一一一一合一■トマーー

韮本的事項
4

4

一一一一一口■一一一●一一■－－4■旬一、■－－台一一●一

精査中の事業饗の増要因とし
て、単価上昇､消費税以外廷主
に今後必要な事業費で整淫さ
れているが､現計画で予定して
いた事業鐙及び事業費と既実
施事業量及び事業費が示され
ないと残蛎業が変更分かどう
か不明である。また、コスト縮
減相当分の増額要因溌淵れて
いるのではない力も

基本的事項
5

5

一一一一一一一一一一一一一一一一今一＝や一一今一一一一一一一一一一寺一一
一一一一一一一トー一一一＝一一一｡一一＝一一争一一■一一

ダム事業の増要因内容につい

は蟻国の調盤遅れで発生したの
で蕊ないか。

基本的事項
6

6

溝費税10銘への増蕊が見送
られた場合の対応を示してい

ただきたい。

炉 与司吟 呵 －■一一 寺 4 一争 一4トー＝

基本的事項
7

｡見送りが決定さ熱た段階で適切に対応する。7

凸一一一 b一 炉■－－＝ 弓b 司り－4 －4炉 qP 4P q伊 争一一一一一一一一

ダム検証に伴い､第4回基本計
画変更;こより平成31年度まで
工期が遅延したため､物価等の
影講が生じたものであり、ダム
検証に関する増額が､各都県及
び各利水者が負担する必要性
を示していただきたい。

･制度上、ダム検証は事業再評価の一露とむて位麗づけ
られており、事業執行に必要な経費であると考える。

,ダム検証に伴う経溌は、前回の計画変更時;こ事業饗に
含めることで整理済みで、今回の増額分に睦含んでい
ない。

基本的事項
8

8

幸勺e■､－－－＝一.■■ Ⅱ■』■■一一一一屯■■‐①一一一一一一ー一一一一＝一一-－－つ一一一一一一－‐ﾛ■■｡■トーー■■一一ｰ一一一画ー■■‐~ｰ君寺
一一＝一＝一一■一一一＝＝＝■一一凸一一一一＝凸一一由垂一

総事莱費における代替地整嚇

費用の考え方を示していただ
きたい。

･総事業饗における代替地の整伽磯用の考え方について
は、分譲収入でまかなうこととしている。

埜本的事項
9

9
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|資料31資料3

書面調査（意見・質問と回答）

関東地方整備局の回答(5/30）番号I 項目 1都5県の意見・質問(5/25）

・各都県からは基本計画変更時など様禽な機会を通じ
て、二スト縮減に努め、総事業饗を圧縮する旨の強い
意見を賜っている。

・国土交通省でも取水設備の見直しや施工段階における

縮減などのコスト縮減に取り組んできたところであ
る。

第4側基本計薊変更時に各都。さら挺事蕊監理の徹底の観点から、関係都県、利水者
県が付した意見について、どの ；こも参雛いただき、コスト管理協識会を開催してきた
ように受け止め対処してきた ところである。

のか。 ”5/20に増要因として示している内容は、第4回基本計
画変更I職こは想定できなかったものや具体の事業規
模が高い精度で見込めなかったため計上できなかっ
たものであるが、今後一廟のコスト縮減に取り組むと
ともに、今後のコスト管理について都県と議論し、改
善すべき点があれば、改善していきたいと考えてい
る。

今後､平成31年度の完成が遅
れることはない力も ‘現時点での想定では、平成31年度に事業完了できる
今回の事業量増加により現行 ものと考えている。
計画通りの工期で完成するの
か疑問である。

現時点で未貿収となっている．土地収用法に基づく事業認定が平成28年4月22同に
土地について、今後、工期に影告示された。事業工程に影謬を与えないよう、任意協
群することはないか。 識と並行して適切な時期に収用手続きを進めていく。

第4回基本計画変更時に､各都・本体工事において巡航RCD工法の採用､冬期施工(通

雛雲轤簿擬態蟇嘉鴎繍礎豐睦採剛する蝉により､工轆
．また、生活再建等を含む全体工期について･は「早期完

降の工期短縮の努力内容及び成に向けた取り組みを進める」との基本的な方針に沿
成果を示していただきたい。

って、引き続き取り組んでいく。

・ダム建設後の水藻境の予測を行ったところ、洪水調節
のために6月に貯水位を低下させる際に、冷水放流が
発生するおそれがあり、また、比較的規模の大きな出

選択取水設備の必要性を示し水後くこはSSが高くなるという予測結果が得られてい
ていただきたい。 る。
選択取水設備の段数は何段秀詮 ”選択取水設備は蕊下流剛liの状況に応じて、ダム貯水
段数を減らして､更なるコスト 池の任意の謁さから取水して放流することによ野、下
縮減はできないのか。 流の冷濁水対策を行う設備である。

、選択取水設備鋤段敷は、 31段としているが、段数を

減らすことにより、冷濁水対策としてきめ細かな対応
瀞できなくなる恐れがある。．

・技徳提案については、公表を前提として技術鍵案を求
めて識らず、提案項目及びその提案内容猿、この法人
のアイデアやノウノ､ウが含まれており、当骸法人の経

営職路そのものに影響を及ぼすおそれがあることか
技術提案による縮識について、 ら開示することはできない。
提案の詳細資料を示していた （参考）
だきたい。 『行政機関の藻有する情報の公開に関する法律」

第5条第2号イ（公にすることにより、当該法人等又
当該彊人の権剰、競争上の地位その他正当な利益を害

するおそれがあるもの）に骸当するため、同条の規定
に基づき不開示としている。

第4側基本計薊変更時に各都
県が付した意見について、どの
ように受け止め対処してきた

のか。

今後､平成31年度の完成が遅
れることはない力も

第4回基本計画変更時に､各都

県から工期短縮を図るよう意

見が付されているが､同変更以

降の工期短縮の努力内容及び
成果を示していただきたい。

選択取水設備の必要性を示し
ていただきたい。
選択取水設備の段数は何段秀諺

段数を減らして､更なるコスト
総減はできないのか。

技術提案による縮減について、
提案の詳細資料を示していた
だきたい。

基本的事項
10

10

工程
11 今回の事業量増加により現行

1
計画通りの工期で完成するの
か疑問である。

現時点で未貿収となっている
工程

12 土地について、今後、工期に影
2

群することはないか。

蝿
３

13

一中一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一■一一一
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資料3

書面調査（意見・質問と回答）

81

番号 項目 1都5県の意見・質問(5/25） 関東地方整備局の回答(5/30）

16

P‐‐ー‐。■し ■

17

●一‐＝一一画

18

■一ーｰ一一■

19

p‐一一一一●

20

pー一一一一‐

21

‐一一一一一

22

ー‐‐一一口

23

社会状況の変化
に係る要因

①耐震化

社会状況の変化

に係る要因

②埋蔵文化財

社会状況の変化
に係る要因

③付替鉄道
1

社会状況の変化

に係る要因

③付替鉄道
2

社会状況の変化
に係る要因

③付替鉄道
3

社会状況の変化

に係る要因

③付替鉄道
4

社会状況の変化

に係る要因

③付替鉄道
5

社会状況の変化

に係る要因

④景勝地の保全
1

照査により耐震性能を確保す

る必要が生じたのは、ゲート門

柱部だけか｡その他の施設は必

要ないのか。

東日本大震災後の耐震性照査

の考え方の変更点を示してい

ただきたい。

耐震設計は当初から実施して

いたのではないのか｡耐震性能

照査が必要となった時期､根拠

となった基準を示していただ

きたい。

本設計の妥当性を示していた

だきたい。

関係機関との調整の経緯を示

していただきたい。

処理について、関係機関との調

整の経緯を示していただきた

い。

JR等の鉄道会社で､それらの
再利用（売却等）はできないの

か｡できない場合は、理由を示

していただきたい。

処理費に関しJRとの費用負担
の考え方を示していただきた

いc

枕木等の処分費が増額となる

とのことだが、当該処分費等は

JRへの補償費として別途計上
されていないのか。

灰Bが含まれる電気機器の処分

時期はいつ頃か。

景観の保全に係る委員会の正

式名称を示していただきたい。

関係機関等との調整状況を示

していただきたい。

･ダムの酎震性能照査は、「大規模地震に対するダム耐

麓性能照査指針（案）平成17年3月」に基づき必要と

なった。

･門柱部については柵強対策が必要となる可能性がある

ことが確認された‘現在照査中のため、他ダムの事例

をもとに、門柱部の鉄筋堂の噌加を見込んでいる。

・ダム本体、ゲート部は、耐震性能照査は実施済みであ

る。なお、ダム本体は、ダム検証以前に同指針に基づ
き照査を実施し、構造変更の対応済みである。

また、東北地方太平洋沖地震後に地震動の推定に用

いる条件式の改定に伴い、同式を反映した照査が新た

に必要となった。

一一一一一一÷‐一一一●一一●一一与一一 ①‐＝●一一一一ー＝‐÷‐一‐一一一一一ー‐4口ー q■い÷一‐一一一一一一一一一一4■い ●e一幸や－．

･群馬県教育委員会、公益法人群馬県埋蔵文化財調査事

業団と図の3者間で協定を締結し、協定に基づき調査

を実施している”

･試掘調査の結果を踏まえ、現在までに、 4回の協定変

更（調査面積の変更等）がされているところである。
ー一e－－－÷一参一一毎つ●争→一●わ ■■ロ■■一■一一口－－5■ー－q■ 。■‐一一＝一一一一一-一●÷q■b一一一一一一ー＝q■●‐一‐→ー■‐q

･枕木等について、群馬県環境部局と廃棄物の処理及び

清掃に関する法律上の取り扱いの相談を実施してき

たところである．

●ロ●ロd■の｡1■｡‐●●｡●●■■口1■4■ロロロロロ■。■■●口■1■4■●｡□｡■1■■4■‐ロロロロ■●‐‐‐■■D■1■‐q■■｡●q■－．■申●●0

･水没する鉄道施設のうち再利用（売却等）が可能なも

のは、再利用（売却等）に向けた努力をしていくが、

現時点では再利用（売却等）が確実でないため、売却

費を見込まず撤去処分などを必要額として計上して

いる。

－争●一一宇 ﾛ■腸一一一一一｡ー‐●一や一一句一一●一一一一一一一一●一つー一一一一一一一一一一‐●一一一■■－－.■､一年 ﾛ■一｡◆●｡●一己

･処理費については、ダム事業による付替鉄道により生
じるものであることから、ダムによる負担である。

つ由一一一一一q■■字一一一－一■一一●●一一一一一一一一一一一－一一一一一一一一一一一＝ﾛ■､ー÷ー一‐q■b q■P一一一一‐一一一一や●一口一●

･廃止鉄道施設については、国への引き渡しとなるため、

枕木等は国で処分する。このため、JRの補償費として

計上はしていない。

＝~ーー｡ ｡■ q■－－－－－－－－－－ 1■＝ー●一一一一一つ一－一一口車一一・一一一－今4■‐一｡‐＝わ‐‐q■し一一一‐‐‐一一●一－一一一●

･処分施設が限定されており、処理する順番待ちの状況

であるため、現時点では処分時期は未定である。

ーこつ‐ーⅡ■ｰ‐○一＝●ーd■一ー‐｡ q■‐｡‐ｰー。■■‐■ロー‐‐■■一一一ー－－－一口一幸一一q■F一一q■ーq■､ーq■■一一■ｰ一つ一一●ー一一一つ

．『八シ場ダム環境デザインに関する検討委員会』であ
る。

･現在までに7回の委員会において、必要な措置を検討

してきたところである。
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資料3

書面調査（意勇”質間と回答）

番号 1都5県の意見。質問(5/25〉 関東地方整艤局の回答(5通0）項目

社会状況の変化委員会の意見艇基づき構造を

＝④蕊繍塁謹鑿議灘
2

いただきたい｡

委員会の意見艇基づき構造を

変更する際､変更後の構造が最 ・検討委員会から意見を聴きながら、適切な構識こ変更をし
蕊襟募駕篭難てい…で“経済性…評価……熱､。
いただきたい＠

．平成19年1月文化庁から、①景観に対する配慮から『景
観設計」を実施し、細部の意匠、艤景等の詳細を工夫する

こと、②周遊路に対する配慮として、ダム完成後の講しい

周遊路を適切に確保すること、などの意見を付して回答が

辮鱒窒繍認患.総童会の意舳容個辺景観とグﾑ等の構造物との綱
び委員会の検討内容を確認し 和を図るための主な項目）

・フーチング：小さく、揃える
たい。

・ゲート燥作室（下流間）：小さく、揃える

。ケート操作室〈上流面）：ぼかす

・導洗壁：整える

・堤体下部埋め戻し：揃える

。ゲート周りの法勾配：整える

,I.貯水池周辺の地すべり調査と対策に閥する技術指斜･(案) ･

同解説』廷基づき、専門家等の助言を得ながら、詳細な調

彗磯露壌戦難蕊灘識篭羅識
沼、小愈）（1箇所実施済み）に加え、3箇所（白岩沢、

横壁、久々戸）を新たに追加している。

“ダム事業における地すべり等対策は､潅水に伴う影響の観
点から調査・検討及び必要に応じて対策を実施することと

している。

’八シ場ダムでは、平成23年のダム検証以前においても、空

＊零蹴や地形図による地形判読調査、文献禰査、現地踏査

等を基に、地形・地質や地すべり等の専門家の助言を得な

がら、地すべりの可能性があり、かつ、湛水の影響を受け

患3鰯所で対紫が必要となる可能性が為るとして、魂事溌

費;こもその対策費を計上Lている。

蕊瀞羅鴬溌篭蕊
の基準皇直し等））を示してい調査が実施でき薮かつたため、当時有していた調査結果を
ただきたい。

基誕、毒えられる最大限の範囲として想定し、従前から対

策を予定していた3箇所（1箇所実施済み）に加え、新た

艇s箇所で対策が必要となる可能性があると報告した。 ｜
・ダム検証以降（平成25年度以降）、新たな地蔵調査や地下｜

水等の観測、土質試験などを実施することで調査糖度を向

”1ﾆさせ、これらの傭報等を踏まえ湛水に伴う安定解様を行

い、対策工の必要性を評価して、対策工については、専門

家等の嚇言を得な承ら決定していく予定である。

．なお、現蒋点で東同本大震災などの霞災による蕊因での基

準等の見直しはしていない。

吾妻峡の景観の保全について、

文化庁長官からの画答内容及

び委員会の検討内容を確認し

たい。

一一÷一一一‘■■一一一一－一一一・一一面

地すべり等対策についての穣

討内容を示して､､ただきたい。

一一画･ﾚｰ ｡一 李亭

蝋すべ箪等淡全対策腱ついて

の検講過謹(東員本大震災など

の蕊臓建ないの銀鱗全対篭

の基準皇直し等））を示してい

ただきたい。

社会状況の変化

に係る要因

④景勝地の保全
3

25

つ■ーーわ‐~『ー‐ー‐‐‐‐■■己、‐ロー■■■■－■■■■＝■－－←‘－－－－－－－‘■■一一一一一一一一,－

地すべり等安全

対鐙に係る婁照

①潅水に伴う地

すべり等の対策
1

26

÷‐一‐ 一&酉一~一一一一一一一一一一一－－－q■ローーーーロ凹凸ね今一韓 c+巴一一一=－凸一一画一一一一■串一→凸

地すべり等安全

対瀦こ係る要因

①瀧永{こ伴う地

すべり等の対策
2

27

礎
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番号 項目 l都5県の意見・質問(5/25） 関東地方整備局の回答(5/30）

28

傍｡ー申●ｰー

29

hー一一‐一一

30

地すべり等安全

対策に係る要因

①瀧水に伴う地
すべり等の対策

3

地すべり等安全

対策に係る要因

①湛水に伴う地
すべり等の対策

4
一一｡一4■●一幸句一やロローーーー｡◆●－1

地すべり等安全
対策に係る要因

①湛水に伴う
地すべり等の対

策
5

対策済みの1箇所は､今回の増

高の対象外として考えて良い

か°

ダム検証以降に進められた調

査等によって得られた新たな

傭報は何か。

○一一一一一七 一一－一一一一ーつ--一一一一一一一一一■■‐‐一一一一一

現事業費は､地すべり対策や代
替地地区安全対策の費用を外

数としていた理由と、対策養用

を精査中の事業費に見込むこ

と、及びその時期の妥当性を示

していただきたい。

･対策済みの1箇所（横壁「小倉」地区）は、対象外で
ある。

･地質調査（ボーリング）、地下水観測、室内試験結果

など地盤性状や地下水状況(年間を通じた基礎データ）

等が新たに僻られた情報である。

･地すべり対策・代替地地区の安全対策は共に、ダムの
湛水（水位変動）に伴う安全性の確認を行う必要があ

り、必要に応じて対策工を実施していく。

･平成23年11月に行ったダム検証においても、それら

安全対策の必要性は認織しており、ダム案と各種代替

案との比較においては、同対策に必要な最大限の費用

を加味した上で、比較検討を行っている。

･一方、ダム検証における事業費の点検では、当時、「貯
水池周辺の地すべり調査と対策に関する技術指針

(案）」や宅地造成等規制法等に基づく同対策の調査
検討が十分に進んでおらず、その対策の要否が確定的
でなかったことから、事業費には同対策に係る費用は

含まず、その時点で得られていた技術情報を基に最大

限の地すべり範囲等を想定して必要額を算出し、事業

費の外書きとして整理していた。また、第4回基本計

画変更時も同じ状況であったため、同様の整理として

いた。

．その後、検討を進めた結果必要な対策箇所等が確定す
る見通しとなったことから、繍査中の事業費は、必要

な費用を計上している。

31

ﾛ や÷ーゆ●＝

32

一一一●一一

33

地すべり等安全

対策に係る要因

①湛水に伴う地
すべり等の対策

6

地すべり等安全
対瀦こ係る要因

②代替地地区の
安全対策

1

一一一一‐一一一一一.■bー4■b一一－一一~全一｡

地すべり等安全

対策に係る要因

②代替地地区の
安全対策

2

要対策箇所が今後増加する可

能性はあるのか。

ダム検証以降に進められた調

査等によって得られた新たな

情報は何かb

■~●一一一一一一一一一一一一－＝一一一一一－一一~－＝一一ー一÷一一ー可

代替地安全対策の各地区にお

ける検討内容を示していただ

きたい。

･対策箇所の検討にあたっては、節目節日で専門家の意
見を聴きながら検討を進めており、現時点において、

今後対策箇所等が増加することはないものと考えてい
る＠

･地質調査（ボーリング）、室内試験結果などである。

．「宅地造成等規制法」 (H18改正）等に定められた基
準に従って、詳細な調査を実施し、それらの情報を踏

まえ湛水に伴う安定検討を行い、安全対策が必要とな

る箇所が5箇所となった。

34

地すべり等安全

対策に係る要因

②代替地地区の
安全対策

3

第4回基本計画変更以降に基準

等の改定があったのか。
｡ありません。
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書面調査（意見”質問と回答）

関東地方整備局の回答(5ﾉ30）1都5県の意見。質問(5/25）番号 項目

地すべり等安全

対策4こ係る要因
②代替地地!xの

安全対策
4

八シ場ダムの代替地地区（宅地及び付替道路等の公共
施設から構成）の侭競癖については、これまでの長年
におたる地元の方々等との交渉の結果、決められてき
たところである。

代替地区の場薪は適切であっ

たと言えるのか｡代講地区の避
定にあたっては、どのような検

討を行っているのか。

36

・地すべり対策。代替地地区の安全対策は共に、ダムの
潅水（水位変動）に伴う安全性の確認を行う必要があ
り、必蕊腱応じて対策工を実施していく。

・平成23年11月に行ったダム検証においても、それら
安全対策の必要性は認職しており、ダム案と各種代替
案との比較においては、同対策に必要な最大限の費用
を加味した.上で、比較検討を行っている。

･一方、ダム検証における事業盛の点検では、当時、「貯
水池周辺の地すべり鯛査と対策に関する技術指針

（案）」や宅地造成等規制法等に基づく同対策の調査
検討が十分に進んでおらず、その対策の要否が確定的
でなかったことから、事業饗には同対策に係る費用は
含まず、その時点で得られていた技術傭報を基に最大
限の地すべり範囲等を想定して必要額を算出し、事業
澱の外蕃きとして整理していた。また、第4回基本計
画変更時も同じ状況であったため、同様の整理として

いた。

．その後、検討を進めた結果必要な対策箇所等が確定す
る見通しとなったことから、精査中の事業饗は、必要
な費用を計上している。

今』■一一IP db ．

現事業費は､代替地地区安全対

策や地すべり対策の費用を外
数としていた理由と､対策幾用
を精査中の事業費誕見込むこ
との妥当性を示していただき
たい。

地すべり等安全

対策#こ係る襲悶
②代替地地区の

安全対策
5

36

一一一一■一＝

本体掘綱について､今までのコ

スト管理における掘削鐘の減
と精査中の事業費における掘

削量の増の考え方を示してい

ただきたい。
また､本体工についても同様に

示していただきたい。

現地状況の変化
｛こ係る要因（現地

地質条件の変更）
①本体掘削

1

｡過去のコスト縮減は、地衝鯛査等による地徽構造の精
度向上に伴う基礎鋸削線の見直しや堤体配置の見直
しにより縮減をしたものであり、一方、今回のコスト
増は、基磁掘削の進捗による掘削面からの詳細な地質
傭報の明碓化により増額が必要となったものである。

37

現地状況の変化
;こ係る要因（現地

地質条件の変更）
逼津体掘削

2

現地状況の変化
;こ係る要因（現地

地質条件の変更）
①本体掘削

3

現地状況の変化
に係る要因（現地

地衝条件の変更）
②グラウチング

現地状況の変化

に係る要因（現地
地鷺条件の変更）

③貯水池伐採
1

．硬い岩石部分については、機械併用発破掘削となるこ
と等から増加する。

。弱扇部については、礁却するために掘削が追加となる

ことにより増加する画

硬い岩石あるいは弱層部の場
所と量が把握できたことによ

り、掘削譜用が増高になる理由
を示していただきたい。

38

吟 白色一一

基礎掘削が完了した時点で増

額輻は確定するのか。
･掘割に係る作業がすべて完了すれば､饗用は確定する。39

百一一一ロー＝ ‐わ一申一一一一◆一一一一→－－－－－－－今声マー◆令｡ご口や~■一 ◆一一一一一－－÷÷一一一一一字＝一一口一一一一一一屯二一づ

コンソリデーショングラウチングは、遮水性の改良と

弱部の舗強を目的に実施されるものである。
グラウチング技術指針に基づき設計を行っている。

グラウチングの目的と効果､設

計の考え方を示していただき

たい．

40

一一今｡ 弓 一一一一ｰ一ー一一一一一一＝ー－一一一一一一一一一一一一一一一一一やーー ＝＝画一一一一一＝寺一一一一一一一一一一 一一一一－一一一ユーーーーー寺÷一 一一○一 一一巳一一一一一■ーー■■■ー＝＝一つーー

伐擦した樹木は売却等による

収入を計上できないのか｡でき
ない場合は､理由を示していた
だきたい｡

売勃払いが可能なものは売り払いの努力をしていく
が、売り払いできなかった場合の事態が想定されるた
め難収入は計上していない。

41

84
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書面調査（意見。質問と回答）

番号 1都5県の意見”麗問(5/25）項目 関東地方整備局の回答(5/30〉

，鑿蕊譜繊樹氷の伐採範囲の増分につ',、
4'地鵬件の変更)騨鯛議鋼欝蕊寮

③貯水池伐採瓶
2

現地状況の変化

4.鰯稟毒懸評他のダﾑでも嗣様に伐採鮒
③貯水池伐採っているの力も

3

現地状況の変化

に係る要因（現地売り払い部材はあるのか｡ある

44地衝条件の変更）場合は､その収入を計上してい
④水没桶梁 るのか。

1

現地状況の変化

“孟 勢謹要鮮總歎
2

現地状況の蕊化｢~~~~~‐‐~．..~~ ~.….一~.~..~‐‐~~~~~~~~~~~~~~~.~~一~..．~.~~~~~~~~~、

4‘孟舞皇濡菫勢蛎梁を柵した糊ど､趣の
④水没橋梁 方法は検討したのか．

3

現地状況の変化

4ﾌ懸難懸評他のダﾑで棡雛に橘梁撤去
④水没橋梁 を行っているのか。

4
－－－，■p一三一一一一.一一一一一一一一一一一缶一一の－．－

現地状況の変化
に係る要因（現地基礎地盤の土質改良が必要と

48地質条件の変更）なった理由を示していただき
⑤ﾌﾟﾗﾝﾄﾔｰ．ﾄﾞ たい。

1

‘禦灘蝋謹聴鼻ご減撫鑿
禦｡地雷解'灌撫瀕する-と．

,他ダムの事例も踏まえ、継続して綾討を進めていると
ころである。

モーーー寺一一 一合一÷－－争辛＝‐←一一一一申一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一二－一一－一q■■‐＝＝＝一一寺一一ローーB一一

他ダムにおいても、同様の伐採を実施し,ている事例は
ある。 ‘

･売り払いに努めるが、売り払いできなかった場合の事
態が想定されるため雑収入獄計上していない。

｡平成27年度までに地すべり等の検討が進捗し、その

施工に支陣となることが明らかになったため、現計画
では想定していなかった。

一一■一＝凸画一■＝＝■ 凸 一一一凸。＝－－－－－－1■。－－－－－ウーーー÷一一一一一一一一一一一一一‐』■‐一己‐‐■一一

･橘梁を存趣したままでは、施工に支障となることが明
らかとなったため、撤去することを前提として施工方
法を検討している。

一一一一＝一一一一一■一心④与一甲＝＝●一宇凸一一一一一●＝＝＝一一一■■､＝‐一一一一.■p‐争●一一一一一一一一一一一与一=ｰq■■｡一‐

他ダムにおいても、同様の橘梁撤去を実施している蛎
例はある。

･切土により発生した土砂が軟弱土だったため、土質改
良を行い砿土材として使用したものである。

一一一一一凸一一■一一＝－－－一一一一一一一→●一一一一一参→一一一一一一一■■P一一一一一つ年一一一一一一一一凸一一一一一＝ーー■一一

．近隣において、土質改良の実施時期に良質土を発生す
る工事がなかったため、入手することができなかっ
た。

・減勢工の柵造鍾見直しは以下の内容となっている。
①側壁を斜めに鍔いた形で形状変更。

②側壁の痛さについて、越水を避ける高さを確隈
③強制的に跳水を発生させるためのシルを設睡。

④強制的に流れのエネルギーを減勢さぜるブロックを
設置。

⑤副ダムの嵩上げ。

現地職況の変化
に係る要因（現地

50地賛条件の変更〉

⑥減勢工
1

減勢工の榊造の見直しの内容

を示していただきたい。

現地状況の変化
に係る要因（現地

51地獄条件の変更）
⑥減勢工

2

水理模型実験を行った理由を

明らかにし､その結果概要がわ
かる資料を示していただきた
い。

河川砂防技術基準（案）同解説設計編により、実験
に基づき定めるものとするとされている。

85
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関東地方整備局の回答(5/30）1都5県の意見。質問(5/25）番号 項目

。ダム検証中に新たな段階に入れなかったこと等から、
現計澗では同実験ば未完了であり、概略設計により賢
用を計上していた。

．そめ彼、平成25年変か‘も専門家による減勢工の水理
模型実験を再開し、その結果を踏まえ、減勢工の構造
変更が必要となり、増額が生じた。

・他ダムの実績を参考に、脱水ケーキに含まれる六価ク
ロム等が、「環境基本法に藻づく土壌典塊基準｣鵜よび

『土壌汚染対策法に基づく特定有害物質含有壁基準」
ぬ基準値を超過すると想定している。

現地状況の変化

に係る要悶（現地
地髄条件の変更）

⑥減勢工
3

現地状況の変化
に係る要因（現地

地衝条件の変更）
⑦建設副産物

1

現地状況の変化

に係る要因（現地

地衝条件の変更）
⑦建設副産物

2

現地状況の変化

に係る要因（現地

地髄条件の変更）
⑦建設副産物

3

現地状況の変化
に係る要因（現地

地寅条件の変更）

⑧町道工事
1

減勢工の見直し,について、第4

園基本計画変更以前では予測
できなかった現地の状況の変
化などがあったのか､鍛えてい

ただきたい。

52

一・一一■＝q■

脱水ケーキが何の環境基準を
超過するのか教えていただき

たい。

53

今後､計上している処分饗用が
超過する可能性はあるか。

･他ダムの実績を考慮して、必要な処分量を見込んでい
るものである。

54

ー画●己ユ 一参 ←一 ÷ 一 一 一一 一一一~－－－ ●F和 ‐＝ 一 ﾛ 炉 - 号

当初の利用計画を示していた

だきたい。
管内の盛土材への再利用を想定していた。55

ー＝一一一一一

付蒋町道の椛造変更について、

変更した工法の妥当性を示し
ていただきたい。

工法の比較検討を行い、構造的、経済的に優位となっ
た鋼製桟道橋に構造形式を変更したものである。

56

・臓館等への影響を考慮して、ボーリング調喪による地
質調査が末実施の箇所があったため、近隣の地質や現

地の地形情報を参考に、推定岩盤線による概略設計を
行い、補強土壁工法を採用したが、その後の地質調査
により推潅岩縦線が当初想定より深い位腫にあるこ

とが判明したものである。

志現計画の管理設備簿、他ダムの事例を参考に設備規
摸・内容等を計上していた。

。その後、東日本大震災後に改定された『ダム放流警報
システム計画・談議指針（案）』（平成23年4月）
及び『電気通信施設設計要領・同解説』（平成26年3
月）等をもとに見直しを行う必要が生じたが、ダム検
証時には蕊業が新たな段階に進むことができなかっ
たため、検証後に改めて検討を行うことになった。

・平成28年3月に専門家等の意見を踏まえた管理設備
計画を策定し、これに伴い増額となった。

一一一一一一ーーーー一一‐－－－－口■ー一一一一－一一－一一‐一一一一一＝

現地状況の変化
に係る要因（現地

地質条件の変更）
⑧町道工事

2

町道工事の構造変更について、

当初の推定岩盤線が違ってい
た理由を示していただきたい。

57

ーーー一一一一一~一一一－一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一F一ｰ 』今 qウーq－ 一一一一一■トー一一一一一一一一■■

現地犠況の変化

§こ係る要因（現地
地預条件の変更）

⑨管理設備

鮫流警報設備が追加となった
具体的な理由を示していただ

きたい．

58

一＝一再＝ｰ■■

現地鱗況の変化
#こ係る要因（現地
地質条鉾の変更）

⑩盛土材調達

現地状況の変化
に係る要因（用地
取得難紘等;こよ

る変更）
運搬経路

－毎 一＝－ 汽一＝Fヰ凸七一詩●ｰマローーーーニ－－今一一今一一宇●ﾛ■~

漣事業から、盛土材の認達を予定していたが、近隣に
おいて調達時期の合う工事がなかったことから、管内
で採取し調達することに変更したものである。

盛土材調達の変更漣至った考
え方を示していただきたい。

59

一一一一一一一一一一一一一－一一一一一一一一一一一一一q■■－－一ｰ画一一一｡ 弓D－q ｡ b ■し ー一一一一一一｡ －－弓■ ÷ b P 4 P一一 トー －缶マー 一トー＝一一口 qﾄ ゴ 1ト ーマ 弓 弓 ｡‐ 一毛一一一 b む一一一一‐－ －－－寺＝毎毎

想定していた土砂搬出先の用

地取得に時間を要した経緯を
示していただきたい。

残土磁場と想定していた水没地内の用地取得におい
て、関係者等との調整に時間を要したものである。

60
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書面調査（意見“質問と回答）

番号 1都5県の意見・質問(5/25） 関東地方整備局の回答(5/30）項目
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然自 ･精査中の事業饗では、今後起こりうる自然災害への対
応として、近年の災害実績をもとに復旧蟹用の増を見
込んだものである。

61

「自然災害により、工事現場等
の復旧が必要となった実績を

自然災害によるふまえ、今後の自然災害の発生・直近の災害対応に係る費用から1ヵ年あたりに要した
要因等 を想定し、復旧謝用を計上し溌用を算出し、これに、平成28～31年の4ヵ年を乗じ

2 た」とあるが、具体的にどの様て算出している。
な考え方で費用を算定してい
るのか示していただきたい。

菖然災害による峯蕊i男思熟爵麓･鮮極縦畷僻穿復旧はダム事業に要因等

3 いのか。

”工事澱等に単価の上昇率を乗じて、公共工事関連単価
による上昇額を算出している。

・単価上昇率については、資材饗・労務費・機械経費の

擬溌躯公共工率関連単価の変化につ単価の平均上昇率を閑いて算出している。
価の変化悪声え方を示して'､ただ書 公共工事関連単価上昇額＝単価上昇率（労務饗構成比

1
（％)×労務費上昇率(％)＋資材盤構成比(％)×驚材饗
上昇率(％)＋機械経費構成比(％)×機械経費上昇率

（鈴>）×年度毎の工種金額

社会経済的翻雪露露呈管麓蟹圭謹･平成28年度以降に公共工輔連単価が上昇した場合に

舩職連単謹 綴蕊欝:嘘

62

63

64

一. ■D -今

65

一一弓 雫

社会経済的要因
各年度の労務単価、労務（測）

①公共工事関連単
66 単価、驚材単価、機械経劉は、

価の変化
単価適用地区はどこか。

3

労務澱、蕊機材は群馬県、労務費（測）、機賊経劉は
全鬮を適用し、平均単価を用いている。

,改定された一般管理饗等率は、平成27年4月11ﾖから
適用されている。

･残工事のうち主要となる工種を対象として、一般管理

費等の改定前後の基準を複数の工事事例に適用し硫算
を行い、一般管理饗等の改定に伴う願算額の上昇率を
算定。これを工事饗に乗じ、一般管理費等の改定によ
る上昇額を算定している。

＝苧一一一一副一一一コ｡一一勺一一｡＝ｰ－一一亡ーー与一ヨロ

一般管理識等の改定による変
更について考え方を示してい

ただきたい。

社会経済的要因

67②一般管理費等の
改定

← 。 弓 い 』 一一■ - F－● 1 ÷ 弓 削 －● 炉 一一一一

i､‐－‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐ ‐‐ ー ‐ ‐‐ ．‐ ‐ ‐・

梢費壇税は、唾6年4月1日か
ら8鉛’,H29年4月1日から10%

に引き上げる法改正がH24\8
月に成立しており、第4回基本
計画変更時にはわかっていた
はずだが、なぜ見込まなかった

のか。

･平成25年10月1日に、消餐税の増税（8％、1Q%)
の閣議決定がされたが、第4回基本計画変更では、変
更手続きの最中だったため増税の反映は行わず、消餐
税の増繍こよる影灘については、コスト縮減により対
応をすることとしていた。

社会経済的要因
68③消費税率の変更

1

一・■－－一争べ一手一毎口一一＝ローーーーーー一心垂一一一

･年度毎の工種金額に消饗税率(平成25年度までは5％、
平成26年度以降は8％、平成29年度以降は10％）
を乗じて算出し､税率変更前との差を計上している。

社会軽済的要因

69③消餐税率の変更
2

消費税の増税による変更§こつ
いて考え方を示していただき

たい。
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